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平成 21 年度版 男女共同参画の推進に関する年次報告書について 
 
 
 この年次報告書は、北本市男女共同参画推進条例（平成 18 年 7 月 1 日施行）に基づき、本

市の男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を明らかにするために作成したもので、第

1 部・第 2 部構成からなる報告書です。 
 第 1 部は、各種統計・調査等資料を基に男女共同参画の推進状況についてまとめています。 
 第 2 部では、市の男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を明らかにするため、平成

20 年度における第三次北本市男女行動計画の取り組み状況を記載しています。 
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第 1 部 北本市の男女共同参画の推進状況 
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１ 社会環境の状況 

 （１）人口の推移 

国勢調査によると、平成 17 年 10 月１日現在の北本市の人口は 70,126 人、世帯数

は 24,833 世帯で、一世帯あたりの人員は 2.8 人となっています。 
昭和 60 年以降、人口の増加率は徐々に鈍化し、平成 12 年には、平成７年と比較し

て 0.6%の減少となりました。平成 17 年には人口がやや増加し、７万人を超えていま

すが、長期的にみると本市の人口はほぼ横ばい傾向となっています。 
 

本市の人口・世帯数の推移 
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 （２）世帯の推移 

本市と全国、埼玉県の一般世帯構成比を比較してみると、本市は核家族世帯が 72.1%
と高い割合を占めていることが特徴としてあげられます。 

一方で「単独世帯」は 17.8%と全国や埼玉県と比較して低い比率となっています。 
 

一般世帯構成比の比較（平成 17 年） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本市における一般世帯数の推移をみると、徐々にではありますが、「核家族世帯」及

び「その他の親族世帯」の比率が低下し、「単独世帯」の比率が高くなりつつあること

がうかがえます。 

また、「母子世帯」の比率は徐々に上昇している状況です。 
 

本市の一般世帯数の推移 

 
核家族 

世帯 
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＊非親族 

世帯 
単独世帯
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母子世帯 
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父子世帯 
合計 

世帯数 17,881  2,381 129 4,428 389  58 24,819 
平成17年 

構成比
（％） 

72.1  9.6 0.5 17.8 1.6  0.2 100.0 

総人口 17,161  2,458 79 3,756 259  53 23,454 
平成12年 

構成比
（％） 

73.2  10.5 0.3 16.0 1.1  0.2 100.0 

総人口 16,455  2,569 45 2,974 207  49 22,043 
平成7年 

構成比
（％） 

74.6  11.7 0.2 13.5 0.9  0.2 100.0 

（資料：国勢調査） 

＊一般世帯数…世帯総数から「施設」や「学校」等の世帯数を除いています。 

＊非親族世帯…２人以上の世帯員からなる世帯のうち、世帯主と親族関係にある者がいない世帯。 
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（３）高齢化の推移 

全国的に高齢化が進むなか、本市も同様に、高齢化率（65 歳以上人口が全人口に占

める割合）は年々上昇し続けています。 
 

高齢化率の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （４）少子化の進行 

合計特殊出生率は、15 歳～49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、１人

の女性が生涯に生むと推定される子どもの数を表します。 
全国的に年々その数が減少しており、少子化が確実に進んでいることを示していま

す。本市の状況を見ますと、年ごとに増加と減少を繰り返していますが、全国の出生

率よりも低くなっています。 
 

合計特殊出生率の推移 
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（５）女性の年齢別労働力率 

一般的に、わが国の女性の労働力率をみると、子育てや家事等が多忙になる 30 歳代

の年代で最も落ち込む傾向がみられます。年代別の労働力率を表すグラフの形状から

「Ｍ字型曲線」といわれています。 
埼玉県の特徴は、Ｍ字型曲線の谷が深く、その後の年代においても労働力率は全国

よりも低いという傾向がみられます。本市の場合をみると、平成 17 年の 30～34 歳の

女性の労働力率は 59.5%、35～39 歳の労働力率は 59.5％となっており、埼玉県よりも

やや高くなっていますが、全国と比較すると低い傾向があらわれています。 
 

女性の年齢別労働力率 
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（６）審議会等の委員における女性の比率 

政策の立案や意思決定の過程において女性が参画することは、女性の視点を政策に

反映するという意味で重要な取り組みです。 
本市では、「北本市男女共同参画推進条例」の第 14 条３項において審議会等委員の

委嘱にあたって積極的格差是正措置を講ずることを規定しています。 
本市の審議会等の委員における女性の比率は、平成 13 年以降は 30％以上となって

おり、埼玉県と比較しても、本市は高い比率で推移していましたが、平成 18 年以降女

性の割合が下がっており、平成 20 年には 30％を下回りました。 
 

審議会等の委員における女性比率推移 
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２ 男女共同参画に関する意識 

（１）男女平等感 

様々な分野における男女平等感については、概ね平成 11 年度よりも平成 17 年度で

は「平等になっている」という回答比率が上昇しています。特に、【教育】の分野は「平

等になっている」という回答が平成 11 年度の 50.7％から 8.2 ポイント上昇し、過半数

に達しています。【家庭生活】については、「平等になっている」という回答が増え、

「男性の方が優遇されている」という回答が減少しています。 
しかしながら、【職場】や【政治】、【社会通念や慣習】では「女性の方が優遇されて

いる」の比率は上昇していますが、依然として「男性の方が優遇されている」が過半

数を占めています。 
 

男女平等感 
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 （２）「男は仕事、女は家庭」という考え方 

「男は仕事、女は家庭」という考え方について、時系列でみると、平成２年度と平

成 11 年度を比較して「そう思う」が減少し、「そう思わない」が増加しており、性別

による固定的な役割分担意識は徐々に解消されていく傾向がうかがえます。しかし、

「どちらともいえない」もほぼ半数を占めています。 
平成 17 年度の調査では、平成 11 年度と比較して、「そう思う」、「そう思わない」と

もに増加しており、「どちらともいえない」が減少しています。 
 
 
 

「男は仕事、女は家庭」という考え方の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（３）男女が家事・育児・介護を担うために必要なこと 

男女が家事・育児・介護を担うために必要な取り組みは、「企業が男女ともに仕事と

家庭生活を両立できる職場環境を整える」が 62.7％で最も高く、次に「男だから、女

だからこうあるべきだという固定的な考え方を改めるための啓発活動を進める」

（45.9％）、「育児・介護休業制度の一層の普及を図る」（36.0％）と続いています。 

性別でみると、「企業が男女ともに仕事と家庭生活を両立できる職場環境を整える」や

「男だから、女だからこうあるべきだという固定的な考え方を改めるための啓発活動を進

める」は女性の方が高く、「学校で男女共同参画の意識を育てる教育をする」や「労働時

間を短縮する」は男性の方が高くなっています。 

 
男女が家事・育児・介護を担うために必要なこと 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

男女が家事・育児・介護を担うために必要なこと（性別） 
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生
き

方

・
考
え
方
を
改
め

、
家
事
な
ど
に
参

画
す
る
こ
と
へ
の
抵
抗
感
を
な
く
す

学
校
で
男
女
共
同
参
画
の
意
識
を
育
て

る
教
育
を
す
る

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
度
や
在
宅
勤
務

制
度
な
ど
を
普
及
さ
せ
る

労
働
時
間
を
短
縮
す
る

男
性
が
家
事
な
ど
に
参
画
す
る
こ
と
へ

の
女
性
の
抵
抗
感
を
な
く
す

そ
の
他

無
回
答

％

女性    n=416

男性    n=291

資料：北本市男女共同参画に関する意識・実態調査報告書（平成17年度）
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と
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め
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発
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企
業
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家
庭
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を
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き
る
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境
を
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え
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第２部 北本市の男女共同参画施策の実施状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１ 第三次北本市男女行動計画の推進 

 （１）計画の期間 

    この計画の期間は、平成１９年から平成２４年までの６年間とします。 

 

 （２）計画の概要 

  基本理念 

    この計画は、「北本市男女共同参画推進条例」第３条の基本理念に基づき、男女共同

参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進します。 

１ 男女の人権の尊重 

２ 社会における制度又は慣行についての配慮 

３ 政策等の立案及び決定への共同参画 

４ 家庭生活における活動と社会生活における活動への参画 

５ 国際協調 

６ 個人の尊厳を害する暴力の根絶 

７ 生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利の尊重 
 
  基本目標 

    この計画は、次の基本目標に基づいて施策を展開します。 
 

１ 男女共同参画社会実現に向けての意識づくり 

あらゆる分野において男女共同参画に関する意識啓発・教育の機会を設け、さら

なる男女共同参画社会実現に向けての取り組みを推進します。 

 

２ 一人ひとりが社会参画するための体制づくり 

社会のあらゆる分野において、一人ひとりが個性と能力を発揮し、積極的に社会

参画を進められるような体制づくりを推進します。 

 

３ 生涯を通じた健康づくりと福祉の充実 

市民が住み慣れた地域で安心して生涯を送れるような体制づくりを推進します。 

 

４ 基本的人権を尊重する体制づくり 

男女共同参画社会実現のためには、社会全体でお互いの人権や生命を尊重する意

識が定着させ、暴力の根絶に向けての社会的認識を広げるとともに、暴力の被害者

に対する支援体制の整備を推進します。 

 

５ 計画の推進 

国、県、市、市民、事業者及び民間団体等が、それぞれの立場から主体的に取り

組むとともに、互いに連携、協働しながら施策を展開していきます。 



基本的な課題基本目標 

１ 男女共同参画社会実現 

に向けての意識づくり 

１ 性別による固定的な役割分担意識の解消 

２ 男女共同参画の視点に立った学習・教育の推進 

１ いきいきと働くための環境づくり 

２ 政策・意思決定過程における男女共同参画の推進 

３ 地域社会における男女共同参画の推進 

１ 生涯を通じた健康づくりへの支援 

２ 子育て支援の充実 

３ 安心して暮らすための体制づくり 

１ 人権を尊重する意識啓発 

２ 女性に対する暴力の根絶 

４ 国際交流の推進 

１ 計画の総合的な推進体制の充実 

２ 国・県・市民・事業者等との協働 

３ 計画の推進の基礎となる取り組みと進行の管理 

２ 一人ひとりが社会参画 

するための体制づくり 

３ 生涯を通じた健康づくり 

と福祉の充実 

４ 基本的人権を尊重する 

体制づくり 

５ 計画の推進 

 （３）施策体系 

 
 
 

 
     
    

 
 
 

   
    
 
      

 
   
 

      
     
     
 
 
 

     
     

 
  
          

 
     
   
  

     
      

 
 

      
 

 

   
         

 
 



施策の方向性

 
 
 
 
 

○1 男女共同参画推進のための意識啓発・広報活動の推進  
○2 男女共同参画に関する法制度の周知及び相談体制の整備 

○1 男女共同参画の視点に立った家庭教育の促進 
○2 男女共同参画の視点に立った学校教育の推進 
○3 男女共同参画の視点に立った社会教育の推進 

○1 職場における男女共同参画の推進   
○2 多様な働き方のための環境整備    
○3 農業・商工業に従事する女性への支援 
○4 子育てと仕事の両立支援      

○1 審議会・委員会等への女性の参画促進 
○2 庁内における男女共同参画の推進   
○3 市内の人材発掘の推進        

○1 地域社会における男女共同参画の推進  
○2 市民・事業者・各種団体との協働の推進 
○3 市民公益活動団体への支援       

○1 国際交流の促進      
○2 市内在住の外国人への支援 

○1 リプロダクティブ・ヘルス／ライツの意識啓発 
○2 ライフステージにあわせた健康づくり支援   

○1 男女がともに取り組む子育ての促進 
○2 地域で支える子育て環境の充実   
○3 相談機能の充実          

○1 高齢者・障害者が地域で暮らすための支援 
○2 高齢者の生きがいづくりへの支援     
○3 障害者への支援             
○4 男女がともに支える介護への支援     

○1 人権尊重意識の高揚           
○2 生命と性の尊重の意識づくり       

○1 女性に対する暴力の根絶のための意識啓発 
○2 暴力被害者の保護・支援・相談体制の充実 

○1 庁内推進体制の充実          
○2 男女共同参画審議会意見の施策への反映 

○1 国・県・市民・事業者等との協働 

○1 調査研究・情報の収集と提供   
○2 計画の進行管理         

 



２ 男女共同参画への配慮 

 （１）男女共同参画の視点からの配慮度チェック 

第三次北本市男女行動計画の施策体系に沿って、平成２０年度に実施した１４４事

業について、男女共同参画の視点からの配慮を行ったか以下のポイントで各課がチェ

ックしました。 

男女共同参画配慮度チェックポイント 事業数 

①事業の企画・実施にあたり男女共同参画を意識した。 ７２ 

②女性・男性双方にとって利用・参加しやすいよう配慮した。 ４１ 

③男女それぞれに事業の効果があった。 ７３ 

 
 ３ 第三次北本市男女行動計画の事業の推進状況 

  第三次北本市男女行動計画に位置づけられた事業の、平成２０年度の実施状況は以下の

とおりです。 

 （１）評価 

第三次北本市男女行動計画では、以下の基準に基づき事業の進捗状況を評価してい

ます。 
  評価基準 
   Ａ…目的を概ね達成している 
   Ｂ…目標に向けて成果をあげている 
   Ｃ…施策・事業が動き始めている 
   Ｄ…未実施 
   Ｅ…終了 
 
  基本目標１ 男女共同参画社会実現に向けての意識づくり 

評価 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

事業数 １２ １３ ０ ４ ０ 

 
 主な事業として啓発紙の発行や講座の開催、生涯学習の推進、学校での男女平等教育

などを実施しています。 
 シンフォニーの発行やフォーラムの開催による広く一般への啓発、学校での男女平等

教育や進路指導等における児童生徒への啓発、高齢者講座等での生涯にわたる啓発など、

さまざまな機会を捉えて啓発事業を展開し、多くの市民に、男女共同参画に関する学習

の機会を提供しました。 
 しかし、意識啓発の成果は、長い時間をかけて徐々に現れるものであるため、今後も

継続して啓発や広報、教育に取り組んでいく必要があります。 



  基本目標２ 一人ひとりが社会参画するための体制づくり 

 

評価 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

事業数 １５ ２５ ５ ４ ０ 

 
 主な事業として女性の就労継続を支援するため子育て支援や政策・意思決定過程への

参画など、女性の社会進出を促進する事業を実施しています。 
 労働講座では、男女雇用機会均等法、労働基準法、育児・介護休業法等の周知やセク

シュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントを防止する啓発を行い、女性の労働環

境の向上に努めました。 
子育てと仕事の両立支援としては、ステーション保育やファミリーサポートセンター

事業を行い、働く女性を支援しています。 
また、審議会・委員会等の委員の登用状況を把握し、適時、選任基準の見直しを行い、

政策・意思決定過程への女性の参画を進めています。 
 地域社会においては、イベントや活動に女性が積極的に参加し、活躍する場面が多く

なっています。 
 今後、男女ともに個性と能力を発揮し、社会参画を進めることができるよう、子育て

支援や労働環境整備のための支援等を継続して行うとともに、政策・意思決定過程への

女性の参画を更に進めていく必要があります。 
 
  基本目標３ 生涯を通じた健康づくりと福祉の充実 

 

評価 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

事業数 ２８ １４ ２ ０ ０ 

 
 主な事業として、生涯を通じた健康づくりのための事業、子育て支援、高齢者・障害

者が地域で暮らすための支援等を実施しています。 
 各種健康診査や運動教室を開催し、ライフステージに合わせた女性の健康づくりを支

援しています。 
 子育て支援では、子育てへの男性の積極的な参加を促すとともに、地域で子育てを支

えていくための事業や育児相談・教育相談等の支援事業に取り組みました。 
 また、高齢者や障害者が地域で安心して暮らすための権利擁護の支援や相談事業等を

実施しています。 
 少子高齢化が進む中、年齢に配慮した健康づくりや体力づくり、子育て支援、介護サ

ービスの需要の増大が見込まれるため、引き続ききめ細かな取り組みが必要です。 
 
 



  基本目標４ 基本的人権を尊重する体制づくり 

 

評価 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

事業数 ６ ４ ３ １ ０ 

 
 主な事業として、人権意識の高揚のための事業の開催、学校での人権教育、女性に対

する暴力の根絶のための啓発、暴力被害者の支援等を実施しています。 
 人権啓発資料を作成し配布、啓発講演会や講座の開催により、意識の高揚を図ってい

ます。 
 また、ドメスティック・バイオレンスを防止するための啓発を行うとともに、被害者

の保護では、庁内各課が連携して当たり、あわせて女性特有の悩みや問題に対応するた

めの女性相談事業を始めるなど、相談体制の充実を図りました。 
 ＤＶ被害者の相談件数は増加しており、相談体制の整備と被害者支援のネットワーク

が必要とされています。また、女性に対する暴力は、基本的人権を侵害する行為であり、

人権尊重の意識を浸透させ、多様な個性や価値観、生き方を認め合う社会にするための

意識啓発も必要です。 
 
  基本目標５ 計画の推進 

 

評価 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

事業数 ２ ３ １ ２ ０ 

 
 主な事業として、男女共同参画審議会の運営、男女共同参画に関する情報収集と提供

などを実施しています。 
 計画の進捗状況について、報告書をとりまとめ、男女共同参画審議会で報告をしまし

た。また、男女共同参画に関する情報収集を行い、広報紙や情報コーナー等を通じて、

市民に提供しています。 
 今後は、庁内の推進体制や男女共同参画推進拠点施設の整備を検討するなど、より一

層の推進体制の充実を図る必要があります。 
 
 
 
 
 



 



① ② ③

市の刊行物等で使
用する言葉や表現
に関するガイドライ
ンの作成と表現の
見直し

市から発信する情報について、男
女共同参画に配慮したものにする
ため、平成１４年３月に作成した行
政・刊行物等の表現の手引き「見
直そう表現方法～ジェンダーフリー
の視点から～」を見直す

未実施 D 協働推進課

ホームページを利
用しての意識啓発

男女共同参画社会の実現の重要
性を周知するため、啓発と情報
提供を進める。必要に応じて男
女共同参画社会に関する情報及
び啓発記事を広報やホームペー
ジに掲載する。

シンフォニー・男女共同参画の推
進に関する年次報告書を掲載。ま
た随時、男女共同参画に関する情
報を掲載。

B ○ ○ 協働推進課

男女共同参画推進
フォーラムの開催

男女共同参画社会実現にむけて、
男女共同参画の推進をあらゆる分
野で進める必要性について、市民
の理解と意識啓発を図るため開
催。

テーマ「おやじの出番ですよ」～お
やじと子どもたち～
パネルディスカッションや父と子の
料理教室などを開催。
実行委員１０人、入場者１０９人

A ○ ○ 協働推進課

啓発紙「シンフォ
ニー」の発行

男女共同参画社会実現にむけて、
男女共同参画の推進をあらゆる分
野で進める必要性について、市民
の理解と意識啓発を図るために啓
発紙を発行する。Ａ４版8ページの
ものを年1回発行し、全戸配布。編
集を行う編集委員については公募
する。

第１５号を３月に発行。25,000部作
成し、全戸配布した。
編集委員5人。

A ○ 協働推進課

男女共生塾の開催

男女共同参画の推進や女性差別
の問題についての学習機会を提供
し、地域での男女共同参画を推進
するためのリーダーの育成を図
る。地域での男女共同参画推進す
るためのリーダーの育成をすること
で、地域での男女共同参画を進め
る。女性差別や男女共同参画社会
をテーマとしたセミナーを実施す
る。

「女性のためのこころとからだのリ
フレッシュ講座」を開催。
参加者２４人

A ○ 協働推進課

表彰制度の整備

男女共同参画の推進に取り組む
意識を高めるため、男女共同参画
の推進に寄与している個人・団体
等を表彰する制度の整備について
検討する。

未実施 D 協働推進課

男女共同参画に関
する法令、条例の
周知

さまざまな機会を通じて、男女共同
参画に関する法令、条例の周知を
図る。

フォーラムやセミナー、広報誌など
を通じて、北本市男女共同参画推
進条例の周知を図った。

B ○ 協働推進課

男女共同参画に関
する相談体制の整
備

男女共同参画に関する相談体制
の整備について検討する。

未実施 D 協働推進課

①男女共同参画推
進のための意識啓
発・広報活動の推
進

②男女共同参画に
関する法制度の周
知及び相談体制の
整備

担当課

配慮度
チェック評

価

（２）事業実施状況

　１　男女共同参画社会実現に向けての意識づくり

　　１－１　性別による固定的な役割分担意識の解消

施策の方向性 事業名 事業の目的・内容 事業実施状況及び問題点

【評価】
A…目的を概ね達成している　B…目標に向けて成果をあげている
C…施策・事業が動き始めている　D…未実施　E…終了
【配慮度チェック】
①事業の企画・実施にあたり男女共同参画を意識した。
②女性・男性双方にとって利用・参加しやすいよう配慮した。
③男女それぞれに事業の効果があった。 15



① ② ③

マタニティセミナー
父親教室

父親になるという意識を高め、役割
を持って共に育児に取り組めるよう
啓発し、父親の育児参加を進め
る。

・マタニテイセミナー　年１０回　実
施
・赤ちゃんのお風呂の入れ方講習
会　年５回実施
経験者との情報交換や交流ができ
ると有益である。

A ○ ○ ○ 健康づくり課

広報紙やホーム
ページを通じての家
庭教育情報の提供

人権尊重の高揚と男女共同参画
社会実現の重要性を周知するた
め、啓発と情報提供を進める。性
による差別は、基本的人権を侵害
するものであり、人権尊重意識を
社会に浸透させることが重要であ
ることを周知する。また、男女共同
参画社会実現に向け、広く市民に
意識啓発を進める。

国や県などより依頼事項があると
き、広報紙やホームページを通して
情報の提供を行うが、平成20年度
には実施いていない。

D 生涯学習課

PTA家庭教育学級
の充実

市民一人一人が生きがいを持ち、
社会の変化に主体的に適応し、豊
かな充実した人生を過ごすため
に、社会・地域・健康・趣味などの
身近な問題について学習する機会
を提供し、合わせて地域づくりへの
男女共同参画絵を推進する。

市内の各小・中学校のＰＴＡが自主
的に家庭学級の企画から運営を
行っている。教育の中で父親・母親
との協力によって事業を進めてい
る。男女共同についての研修会の
実施はない。

B ○ 生涯学習課

幼稚園家庭教育学
級の充実

学習機会を提供し、保護者相互の
連携や協力を通じて、家庭教育の
充実を図る。

父親や母親が協力して子育てをす
るために家庭教育学級を実施して
いる。絵本の読み聞かせ方などに
ついて学んだ。

B 生涯学習課

男女平等教育の推
進

人権に対する正しい知識理解をも
とに、男女平等の意識の浸透を図
り、小中学校段階における男女共
同参画社会の基礎づくりを推進す
る。人権に対する正しい知識理解
をもとに、男女平等等の意識の浸
透を図り、男女が互いに尊重し合
い、差別のない社会の構築を目指
す。

児童生徒に対して、男女平等の見
地に立った正しい人権意識の啓発
を、年間の指導計画に従って、社
会科、道徳、特別活動等の授業や
学校行事等を通して実施した。そ
の結果として、児童生徒の中に、
男女平等の意識が高まり、学校生
活の中にも行動として表れた。

B ○ ○ 学校教育課

進路指導の充実

いわゆる「出口指導」としての進
学・就職指導から脱却し、個に応じ
た進路指導を充実することによっ
て、社会的・文化的な固定観念にと
らわれない生き方について考える
態度を身につけさせる。男女の性
別によって進路が制限されたりす
ることのないよう、個に応じた生き
方指導として進路指導を充実さ
せ、男女共同参画社会の基盤づく
りを進める。

生き方指導としてのキャリア教育・
進路指導を各学校における計画に
従って着実に推進している。特に、
中学校においては３日以上の職場
体験事業を通して、働くことの意義
を学びながら、男女がお互いを尊
敬し助け合って構築していく社会を
実際に肌で感じることができた。

A ○ ○ 学校教育課

男女平等教育の視
点を取り入れた学
校の教育活動推進

学校教育の中で、男女の性別によ
る役割分担にとらわれない考え方
を身につけることにより、男女共同
参画社会の基盤づくりを進める。

男女混合名簿や呼名時の順番で
男女分けを行わないこと、さらに指
名時に男女隔てなく「さん」付けで
呼ぶなどといった取組を通して、性
別にとらわれない考え方を育むこと
ができた。

B ○ ○ ○ 学校教育課

教職員研修の充実
男女共同参画の問題を人権問題と
してとらえ、教職員の意識啓発と資
質の向上を図る。

定期的に、臨時に行う教職員研修
の中で、男女共同参画に関する内
容を取り上げ、児童生徒を適切に
指導する教職員自らが男女平等に
関する感覚を身につけることがで
きた。

A ○ ○ ○ 学校教育課

保護者への啓発の
充実

学校での男女共同参画推進教育
を通して保護者への啓発を図る。

小・中学校での男女平等に関する
取組を、学校だよりの紙面や学校
行事等で保護者へ啓発する取組を
行っている。

B ○ 学校教育課

③男女共同参画の
視点に立った社会
教育の推進

大学公開講座の充
実

市民一人ひとりが生きがいを持ち、
豊かな充実した人生を過ごすため
に、社会・地域・健康・趣味などの
身近な問題について学習する機会
を提供し、地域づくりへの男女共同
参画を推進する。

明治大学公開講座“ギリシア神話
と芸術”及び上智大学公開講座
“環境を守る経済の仕組み”、“ラテ
ンアメリカ経済を学ぶ”などをテー
マに多くの市民の参加を得て開講
した。　　　  参加申込者　男性117
人　女性50人

B ○ ○ 生涯学習課

①男女共同参画の
視点に立った家庭
教育の促進

②男女共同参画の
視点に立った学校
教育の推進

担当課
評
価

配慮度
チェック事業名 事業の目的・内容 事業実施状況及び問題点施策の方向性

　　１－２　男女共同参画の視点に立った学習・教育の推進

【評価】
A…目的を概ね達成している　B…目標に向けて成果をあげている
C…施策・事業が動き始めている　D…未実施　E…終了
【配慮度チェック】
①事業の企画・実施にあたり男女共同参画を意識した。
②女性・男性双方にとって利用・参加しやすいよう配慮した。
③男女それぞれに事業の効果があった。 16



① ② ③

考人学級の充実

市民一人ひとりが生きがいを持ち、
豊かな充実した人生を過ごすため
に、社会・地域・健康・趣味などの
身近な問題について学習する機会
を提供し、地域づくりへの男女共同
参画を推進する。

人権について考える’において、女
性の人権について学習した。

B ○ ○ ○ 中央公民館

けやき学級の開催

豊かで生き生きと暮らせるまちづく
りを目標とし、生涯を通じた健康づ
くりと心の安定のため、様々な講
座、趣味を通じた仲間づくりと生き
がいづくりを促進する。

11日間、参加者６０人（男１６人、女
４７人）延べ４６６人参加、参加費７
００円（内保険代５００円含む）

A ○ ○ ○ 南部公民館

東部高齢者学級の
開催

豊かで生き生きと暮らせるまちづく
りを目指し、健康、人権等様々な
テーマによる講座を通じて、高齢者
の生きがいづくりと仲間づくりを図
る。また、地域での男女共同参画
を推進する。

参加者：男性4人　女性３0人、文
化・、教養、健康等広範にわたるカ
リキュラムを6回組み、173人の受
講者があった。男女共同参画の視
点に立った社会教育の推進を図っ
た。

B ○ ○ ○ 東部公民館

東部女性学級の開
催

豊かで生き生きと暮らせるまちづく
りを目指し、健康、人権等様々な
テーマによる講座を通じて、女性の
生きがいづくりと仲間づくりを図る。
また、地域での男女共同参画を推
進する。

参加者：女性31人、文化・、教養、
健康等広範にわたるカリキュラム
を７回組み、１84人の受講者があっ
た。男女共同参画の視点に立った
社会教育の推進を図った。

B ○ ○ ○ 東部公民館

西部高齢者学級の
開催

豊かで生き生きと暮らせるまちづく
りを目指し、健康、人権等さまざま
なテーマによる講座を通じて、高齢
者の生きがいづくりと仲間づくりを
図る。また、地域での男女共同参
画を推進する。

文化・スポーツ、教養、健康、防犯
等広範囲にわたるカリキュラムを９
回組み、参加者　男性５４人　女性
２４９人　計３０３人の受講者があっ
た。男女共同参画の視点に立った
社会教育の推進を図った。

A ○ ○ ○ 西部公民館

北部生涯学級の開
催

高齢者に学習する機会を提供し、
学びながら仲間づくりと知識の向
上を図る。

60歳以上の方を対象に実施したと
ころ、30名の応募があり、参加者か
ら大変好評をいただいた。

A ○ 北部公民館

女性講座の開催
男女共同参画の推進、人権意識の
高揚を図るための学習機会の提供
を行う。

女性の趣味、教養、健康等に関す
る多様なジャンルの７事業を計画し
たところ、３０名の参加があり、当
初の目的が達成できた。参加者の
反応も大変好評であった。

A ○ 北部公民館

はなみずき学級の
開催

高齢化社会を迎え、健康・趣味・調
理等の学習機会の場を提供し、生
きがいや仲間づくりを図る。

６０歳以上の高齢者を対象に開催
しましたが４０名の参加者があり、
大変好評をいただいた。

B ○ 中丸公民館

みずの輪学級の開
催

高齢者の生きがい、仲間づくりを積
極的に支援し、有意義な人生を送
ることをめざす。市民参加型の学
級とし、協力しながら企画立案を進
める。

参加申込者は、男性７人女性３０
人
平成２０年７月から１２月までの間
で９回開催する。
参加人数は、延べ２５３人

A ○ ○ ○ 学習センター

えのき学級の開催

高齢者の生きがい、仲間づくりを積
極的に支援し、有意義な人生を送
ることをめざす。また、地域での男
女共同参画を推進する。

参加申込者は、男性１１人女性２９
人
平成２０年９月から１２月までの間
で９回開催する。
参加人数は、延べ３０１人

A ○ ○ ○
コミュニティ
センター

生涯学習サークル
ガイドの発行

各種サークルの活動内容等を取り
まとめたガイドを発行し、生涯学習
に対するきっかけづくりや生きがい
づくり等を目的に啓発活動を推進
する。自らの意思で自分にあった
学習機会を探すことにより、個人の
ニーズに応じた学びの場を提供す
るとともに、学習活動を通して、自
らの能力開発や地域活動への支
援等を進め、地域社会への女性の
参画を促進する。

各公民館等で活動するサークルの
協力をいただき発行した。冊子は
各公民館窓口等で広く市民に配布
し、生涯学習の啓発を図った。

B ○ ○ 生涯学習課

③男女共同参画の
視点に立った社会
教育の推進

担当課施策の方向性

配慮度
チェック評

価
事業名 事業の目的・内容 事業実施状況及び問題点

【評価】
A…目的を概ね達成している　B…目標に向けて成果をあげている
C…施策・事業が動き始めている　D…未実施　E…終了
【配慮度チェック】
①事業の企画・実施にあたり男女共同参画を意識した。
②女性・男性双方にとって利用・参加しやすいよう配慮した。
③男女それぞれに事業の効果があった。 17



① ② ③

パートタイム労働法
の啓発

パート労働法を周知、啓発すること
でパート労働者の労働条件の向上
を図る。女性が多いパートタイム労
働者の労働条件は、フルタイム労
働者と比べて、不利な条件である
ことが多いため、法の周知を図る。

産業振興課や商工会での啓発パ
ンフレットの配布、ポスターの掲示
を行った。また、市主催講座のテー
マとして取り上げた結果、多数の参
加があり、男女共同参画に対する
意識の啓発ができた。

A ○ ○ ○ 産業振興課

北本地区埼玉県労
働学院の充実

労使を取り巻く労働問題や社会情
勢、法･制度等について、正しい理
解と認識を得るためにセミナーを実
施する。男女雇用機会均等法、労
働基準法、育児介護休業法などの
法･制度の周知と事業者へ啓発を
行うことで、女性も働きやすい環境
を整備し、労働の場での男女共同
参画を進める。

市主催講座のテーマとして取り上
げた結果、多数の参加があり、男
女共同参画に対する法や制度の
周知と意識の啓発ができた。

A ○ ○ ○ 産業振興課

セクシャル・ハラスメ
ントやパワー・ハラ
スメントを防止する
ための啓発

セクシュアル・ハラスメント等を防止
するための意識啓発を図り、性別
による不利益を受けることなく、労
働者が働きやすい環境整備を支援
する。

労働条件の改善に関連し、セク
シャル・ハラスメントやパワー・ハラ
スメントを防止するためのパンフ
レットや労働相談に関するチラシを
配布し周知及び啓発を行った。

B ○ ○ 産業振興課

内職相談の充実
内職に関する求人を始め、工賃や
トラブル、苦情などの相談を実施。
求人情報を提供する。

内職に関する求人情報の提供・相
談を行い、家庭にいながらも社会
に参加する女性への支援を行っ
た。
（相談件数187件、求職者数67人、
内職あっせん数　40件）

A ○ ○ ○ 産業振興課

無料職業紹介所の
充実

地域で就職したい方を対象に希望
と能力に応じた職業に速やかに就
くことができるよう、きめ細やかな
相談を実施する。

市民の雇用の促進と商工業の振
興のために事業を実施し、女性の
社会参加を支援することができた。
（求人件数245人、求職件数136
人、就職件数5人）

A ○ ○ ○ 産業振興課

農業に従事する女
性への支援

多様化する労働形態に対応し、働
く意欲のある女性が、家庭や地域
での生活を大切にしながら働き続
けられるような環境つくりを進め
る。

あだち野農業協同組合や北本市
観光農業協議会を通じて、各種制
度の周知や情報提供を行った。ま
た、　女性農業者のリーダーとし
て、地域農業の振興や農村の活性
化に向けた活動が行われるよう、
本市から「農業女性アドバイサー」
を県に推薦し、知事から認定され、
農業に従事する女性への支援を
行った。

A ○ ○ 産業振興課

商工自営業等に従
事する女性への支
援

多様化する労働形態に対応し、働
く意欲のある女性が、家庭や地域
での生活を大切にしながら働き続
けられるような環境つくりを進め
る。

商工会における研修や、市主催の
労働講座を共催することにより、商
工業に携わる女性への支援を行っ
た。

B ○ ○ 産業振興課

妊婦の健康管理
健やかな子を産み育てるために、
就労妊婦の健康管理の必要性に
ついて、知識を普及する。

・妊娠中の定期的な一般健康診
査、子宮頸がん検診、超音波検
査、HIV検査、　HBｓ抗原検査に対
し公費負担実施
・母子健康手帳交付時就業中の対
象者にパンフレット配布
健診結果把握に対しての適切な時
期の支援ができにくい。

A ○ ○ 健康づくり課

保育所の整備充実

両親の就労等により保育に欠ける
児童に、子供の成長に望ましい保
育を実施する。女性の社会参加、
核家族化等により、児童の置かれ
ている家庭環境が変化し、保育
ニーズが多様化している。就労形
態に合わせた保育サービスの提供
と保育所の整備充実を図ることに
より、女性の社会参画を支援する。

公立保育所の建替えについて継続
して検討

C ○ こども課

④子育てと仕事の
両立支援

事業の目的・内容 事業実施状況及び問題点施策の方向性

　２　一人ひとりが社会参画するための体制づくり

　　２－１　いきいきと働くための環境づくり

担当課

①職場における男
女共同参画の推進

②多様な働き方の
ための環境整備

③農業・商工業に
従事する女性への
支援

評
価

配慮度
チェック事業名

【評価】
A…目的を概ね達成している　B…目標に向けて成果をあげている
C…施策・事業が動き始めている　D…未実施　E…終了
【配慮度チェック】
①事業の企画・実施にあたり男女共同参画を意識した。
②女性・男性双方にとって利用・参加しやすいよう配慮した。
③男女それぞれに事業の効果があった。 18



① ② ③

延長保育、乳児保
育、一時保育の充
実

両親の就労等により保育に欠ける
児童に、子供の成長に望ましい保
育を実施する。女性の社会参加、
核家族化等により、児童の置かれ
ている家庭環境が変化し、保育
ニーズが多様化している。就労形
態に合わせた保育サービスの提供
と保育所の整備充実を図ることに
より、女性の社会参画を支援する。

一時保育実施箇所が１ヶ所増加
無認可保育施設１ヶ所増加
公立保育所延長保育の実施準備

B ○ こども課

病児、病後児保育
の実施

病気治癒後、保育所での保育が困
難な児童に対する保育の実施

実施委託医療機関の見い出しが
困難。

D こども課

休日保育の実施
休日に保育ができない保護者への
保育サービスの提供

保育職員の確保と給食提供及び
施設管理。

D こども課

駅前保育ステーショ
ンの充実

駅を利用する保護者の利便性に配
慮した育児支援を行う。

深井保育所・高尾保育園の入所児
童を対象に
ステーション保育を実施

A ○ こども課

ファミリー・サポー
ト・センターの充実

市民の相互協力により、地域での
子育て支援を行う。子育て支援の
充実を図り、保護者の就労及び家
庭生活を支援する。

依頼会員２０９人
提供会員４５人
両方会員３０人
計２８４人

A ○ こども課

学童保育の充実
小学校低学年児童のうち、保護者
の就労等により常時保育に欠ける
児童の健全な育成に資するため。

高学年までを対象に受け入れた。
利用延べ人数５６８６人

A ○ こども課

① ② ③

審議会・委員会等
委員への女性の登
用推進

政策、方針決定過程への女性の参
画を推進するため、毎年、審議会、
委員会等の女性の割合について
調査を実施し、その割合を高める
よう務める。

登用状況調査を行ない、報告書を
作成、各課へ配布。女性の割合を
達成していない審議会等に女性の
割合を高めるよう依頼。

B ○
協働推進課
関係各課

審議会等委員の選
任基準の見なおし

政策、方針決定過程に女性の登用
を推進するため、審議会等委員の
選任基準を見直し、男女の割合が
偏らないようにする。

男女の登用状況を把握しながら、
適時、選任基準の見直しを行って
いく。

B ○
政策推進課
関係各課

男女の偏りのない
審議会運営の推進

政策、方針決定過程で同数の男女
の割合を持って審議することによっ
てあらゆる角度からの意見等を反
映する。

男女の偏りをなくすため、女性の割
合の目標値を各課に周知した。

B ○
協働推進課
関係各課

女性の管理職への
登用

行政組織の中での男女共同参画
を推進するため、昇任・昇格等にお
いて女性を積極的に登用する。

管理職への登用については、性別
に関わらず、在職年数などの昇格
基準に基づいて行っている。また、
昇任については、勤務成績に基づ
いて行っている。
平成21年４月昇格者（女性職員）
・主幹級　３名

B ○ 総務課

職員研修の充実
市職員が、男女共同参画の視点を
持って業務にあたることができるよ
う研修を実施する。

管理職への女性の登用、女性職員
のキャリアアップ等の観点から昨
年から特定の研修へ参加させてい
る。（男女共同参画研修は協働推
進課が担当）

B ○
総務課
協働推進課

職域の拡大

女性のみ男性のみといった、慣例
的な職員配置を見直し、個人の能
力・適性に応じた職員配置を行う。
また、職員の採用にあたっても、性
別にとらわれない職員採用を実現
する。

・性別にとらわれない職員採用に
ついては保育士として初めて男性
職員を正規職員として採用、また、
任期付職員として任用し、配置し
た。
・平成21年４月１日の採用者の一
般事務職12名中6名女性職員を採
用

A ○ 総務課

性別にとらわれない
職員配置の推進

女性のみ男性のみといった、慣例
的な職員配置を見直し、個人の能
力・適性に応じた職員配置を行う。
また、職員の採用にあたっても、性
別にとらわれない職員採用を実現
する。

個人の能力・適性に応じた職員配
置を行うよう努めている。

B ○
総務課
（関係各課）

施策の方向性

②庁内における男
女共同参画の推進

④子育てと仕事の
両立支援

配慮度
チェック

　　２－２　政策・意思決定過程における男女共同参画の推進

事業名 事業の目的・内容 事業実施状況及び問題点 担当課

施策の方向性 事業名 事業の目的・内容

評
価

担当課

①審議会・委員会
等への女性の参画
促進

事業実施状況及び問題点
評
価

配慮度
チェック

【評価】
A…目的を概ね達成している　B…目標に向けて成果をあげている
C…施策・事業が動き始めている　D…未実施　E…終了
【配慮度チェック】
①事業の企画・実施にあたり男女共同参画を意識した。
②女性・男性双方にとって利用・参加しやすいよう配慮した。
③男女それぞれに事業の効果があった。 19



① ② ③

女性の研修機会の
拡大

女性が意思決定部門や政策決定
部門へ参画できるよう、特に政策
形成能力の養成に重点を置いた各
種研修に参加できるような体制作
りを行い、管理職としての能力開発
及び意識改革を図る。

人材開発センター主催の研修（経
営能力養成コース・マネジメント
コース）への参加を全職員へ呼び
かけている。

C ○
総務課
（関係各課）

職員夏季期間にお
ける学校勤務市職
員研修

目的：市職員として必要な基礎的
知識の習得及び職員相互の交流
を図ること
内容：講習会　ケガの手当て（消防
本部職員）
教育総務課と調理員及び用務員
の業務についての意見交換会

実施状況：毎年、夏季期間（８月）
に学校勤務市職員（調理員、用務
員）を対象に左記により実施
問題点：参加者の確保　学校で
は、夏季休業中であるので日程調
整等が毎年課題となっている

B ○ 教育総務課

職員の能力開発の
支援

これまでに男性に比べ研修機会の
少なかった女性の研修機会を拡大
し、女性の人材育成を行う。

派遣研修については、前年度末に
参加したい研修の意向調査を行
い、男女問わずに研修への参加の
機会を設けている。
平成20年度研修実績
男性職員　68人
女性職員　55人

C ○
総務課
（関係各課）

③市内の人材発掘
の推進

地域の人材の活用
と育成

審議会・委員会や職場、地域など
での政策・方針決定過程への女性
の参画を推進するため、女性の人
材を発掘し、育成をする。

女性の人材発掘と各課へ情報提
供。

C ○
協働推進課
関係各課

① ② ③

自治会活動への女
性参画の促進

住民と身近な存在である自治会
は、より地域の実情に即した活動
が求められている。地域の下部組
織においては、女性の活動が見ら
れるものの、単位自治会長に女性
は少なく、地域活動に女性が積極
的に参加できるよう環境づくりを進
める。

今年度も、４地区で女性自治会長
が、そして行事ごとにも女性たちの
活躍が見られる。美化運動・夏祭
り・コミュニティ体育祭・公民館（コ
ミュニティ）まつり・地域の環境問題
など細かな気配りの主役となって
いる。

B くらし安全課

地域コミュニティ祭
りへの支援

地域が主体となったまちづくりを進
めるため、地域コミュニティの積極
的な活動を支援する。

各圏域のコミュニティ祭りは、それ
ぞれの特色を活かし運営からまつ
りを彩る作品まで、女性の方が活
躍する場面が多く、出品作でも力
作が揃い、数のうえでも圧倒してい
る雰囲気がある。

A くらし安全課

地域コミュニティ体
育祭の開催

スポーツを通じて、地域住民の親
睦と健康・体力の増進を図る。体育
祭を通して世代間の交流を図り、
併せて家族が参加できるような地
域に根ざした体育祭が実施できる
ようにする。

１０月１９日（日）、８圏域のコミュニ
ティにおいて、市内小学校を会場
に同日開催。１７００名の参加があ
り、各地域で住民相互の親睦を
図った。

B ○ 体育課

北本駅伝競走大会
の開催

新たな交流の機会を提供し、活発
な地域活動を促進する。参加部門
にクラブ対抗の部を設置し、男女
混成チームの参加を認める。

１２月１４日（日）、総合公園野球場
を基点としたコースを設定し、開催
した。小学生、中学生、一般、体育
協会の４部門を設け、実施した。１
２０チーム、６００人の参加があっ
た。

B ○ 体育課

感動桜国きたもと
ウォーク大会の開
催

男女問わず子どもから高齢者ま
で、自らの健康体力づくりと世代間
交流の促進を図る。生涯を通じた
健康維持の支援をする。

平成２１年４月４日（土）、晴天に恵
まれ約６００名が参加。３・９・１２ｋ
ｍコースの中から、各自の体力に
合わせて、ウォーキングを楽しん
だ。

B ○ 体育課

軽スポーツ教室の
開催

若い人から高齢者の人まで、体力
に応じたプレイができ、生涯スポー
ツとして楽しみ、生涯を通じた健康
維持の支援を行う。

未実施。 D 体育課

ラジオ体操とｳｫｰｷ
ﾝｸﾞの開催

子どもから高齢者まで、自らの健
康体力づくりと世代間交流を図る。
生涯を通じた健康維持の支援をす
る。

７月２６日、８月２日、９日、１６日、
２３日、３０日の６日間開催。毎回５
０名前後の参加者が、ラジオ体操
とウォーキングを楽しんだ。

B ○ 体育課

担当課施策の方向性 事業名 事業の目的・内容 事業実施状況及び問題点
評
価

配慮度
チェック

　　２－３　地域社会における男女共同参画の推進

①地域社会におけ
る男女共同参画の
推進

②庁内における男
女共同参画の推進

担当課施策の方向性 事業名 事業の目的・内容

配慮度
チェック事業実施状況及び問題点

評
価

【評価】
A…目的を概ね達成している　B…目標に向けて成果をあげている
C…施策・事業が動き始めている　D…未実施　E…終了
【配慮度チェック】
①事業の企画・実施にあたり男女共同参画を意識した。
②女性・男性双方にとって利用・参加しやすいよう配慮した。
③男女それぞれに事業の効果があった。 20



① ② ③

学校体育施設の開
放

各地域の学校施設で、市民がス
ポーツに親しみ健康・体力づくりを
図るとともに、学校体育施設の有
効利用を促す。

年間を通して実施。市内の小中学
校のグラウンド、体育館を登録団
体へ開放する。平成20年度は、
2,452件、58,255人の利用があっ
た。夏休み期間中、石戸小学校の
プールを4日間市民に開放してい
る。平成20年度は7月26,27日、8月
2,3日、827人の参加があった。

B ○ 体育課

環境美化運動の実
施

北本市自治会連合会主催による
市民参加の地区清掃活動を通じて
環境美化意識の高揚を図り、住み
よい生活環境をつくることを目的と
して実施する。開催地域活動やボ
ランティア活動などの地域活動の
場での男女共同参画を促進する。

快適な環境づくり
　実施期間　平成20年5月11日～6
月22日
　実施地区　107地区　参加人数
14,112人
秋の環境美化運動
　実施期間　平成20年9月7日～11
月16日
　実施地区　106地区　参加人数
14,118人

B ○ くらし安全課

自主防災組織の育
成

災害時、自分たちのまちは自分で
守るという心構えが必要であり、二
次災害の防止や軽減を図るため、
地域住民による防災組織の結成と
育成を図る。また、防災知識を習
得・体得することで、災害時はもち
ろんのこと、地域住民皆が協力し
て防災活動を行う必要がある。

自主防災組織の活動の主となる構
成メンバーは、各自治会の役員で
あり、自主防組織役員への参加に
関して女性登用が配慮されている
かというとそうでもない。しかしなが
ら活動に関しては、日中留守を守
る女性の防災意識の高揚や被災
者に対する配慮や気遣いなど女性
にかかる役割は大きい。

C ○ ○ ○ くらし安全課

消費生活セミナー
の開催

セミナー等を通じて、消費生活に関
する情報を提供することにより、賢
い消費者を育成する。

平成20年度における消費生活セミ
ナーは、県との共催によるセミナー
３回、市主催のセミナー１回の計４
回、１０４人参加。（男性34人、女性
70人）

B ○ 市民課

消費生活相談の実
施

巧妙化する悪徳商法、各種契約ト
ラブルに対して、専門の相談員に
よる相談窓口を開設し適正な対応
をすることにより、消費者の安全・
利益を確保する。

消費生活相談専門相談員による
消費生活相談については、毎週木
曜日及び毎月第3金曜日に開設
し、市民の契約トラブルに対する助
言、悪質商法による契約解除や斡
旋交渉等の適切な相談を実施して
いる。平成20年度は153件の相談
に応じた。（男性61人、女性92人）

B ○ 市民課

消費生活情報の積
極的な提供

消費者問題に関する各種情報を積
極的に提供し、消費者問題の啓発
に努める。

消費者契約や食品事故の未然防
止を図るため、県消費生活支援セ
ンター及び国の食品衛生関連の情
報に基づき「暮らしの110番」とし
て、毎月広報「きたもと」に各種事
例や注意を喚起する情報を提供し
ている。

A ○ 市民課

男女きらきら北本
いっしょにプログラ
ム（男女共同参画
推進者登録制度）
の推進

男女共同参画推進者登録制度に
より、市民・事業者・各種団体の活
動を支援する。

フォーラムで登録団体の活動発表
パネル展を行ない、団体の活動と
制度の周知を行なった。

A ○ 協働推進課

研修等への講師の
派遣

男女共同参画に関する講師を派遣
する。

公民館事業に男女共同参画の講
師を派遣

A ○ 協働推進課

ごみ減量等推進市
民会議の支援

地域住民が主体となったまちづくり
を進めるため、積極的な市民活動
を支援する。大きな社会問題となっ
ているごみ問題に対し、自主的か
つ積極的に活動している団体であ
り、活動を通じて得た知識、経験等
により地域のリーダーとしての活躍
が期待できる。

ごみ減量推進員会議　　テーマ「組
織と役割り」
　日時　平成20年6月28日（土）参
加者　150名
ごみ減量市民大会　テーマ「マイ
バッグ運動の推進」
　日時　平成20年10月5日（日）参
加者　150名
ごみ減量研修会　講演「戸田市の
環境クリーンな都市づくり」
機関紙（全戸配布）
　　「ザ・減量」年2回発行。「ごみ減
量速報・瓦版」年２回発行
リサイクルフリーマーケット　春（4
月）秋（10月）開催。

B ○ くらし安全課

①地域社会におけ
る男女共同参画の

推進

事業名 担当課
評
価

配慮度
チェック

②市民・事業者・各
種団体との協働の
推進

事業の目的・内容 事業実施状況及び問題点施策の方向性

【評価】
A…目的を概ね達成している　B…目標に向けて成果をあげている
C…施策・事業が動き始めている　D…未実施　E…終了
【配慮度チェック】
①事業の企画・実施にあたり男女共同参画を意識した。
②女性・男性双方にとって利用・参加しやすいよう配慮した。
③男女それぞれに事業の効果があった。 21



① ② ③

市民公益活動団体
への支援

市民との協働のまちづくりを進める
ため、市民公益活動団体が活動し
やすい環境整備に努める。

市内に主たる事業所を有するNPO
法人の情報交換会を開催するとと
もに、NPO法人活動フェアを開催
し、市民公益活動団体間の情報共
有と市民への情報発信に努めた。
また、新たに法人格を取得する団
体を支援するための補助金制度を
設けた。

A ○ 協働推進課

市民公益活動団体
情報提供窓口機能
の充実

市民の市民公益活動団体への参
画促進を図るため、市民公益活動
団体に関する情報を提供する総合
窓口の機能を充実させる。

コミュニティセンター内に設置して
いる市民公益活動支援コーナーに
NPOの情報を掲示するとともに、市
HPにNPO情報コーナーを設置して
いる。協働推進計画に位置づけし
ている市民公益活動支援センター
のあり方について、市民参加を求
め検討する必要がある。

B ○ 協働推進課

① ② ③

国際交流ふれあい
ラウンジの充実

学習センターを国際交流の拠点施
設に位置付け、外国人に対する日
本語学習や、交流・交換事業を通
じて、在外外国人と市民との国際
理解及び国際交流を推進する。

国際交流ラウンジ委員会に事業を
委託し、国際理解学習・交流事業
を実施した。

B ○ ○ 生涯学習課

国際交流ふれあい
ラウンジの充実

学習センターを国際交流の拠点施
設に位置付け、外国人に対する日
本語学習や、交流・交換事業を通
じて、在外外国人と市民との国際
理解及び国際交流を推進する。

お花見バーベキュー、国際交流ふ
れあいパーティ、もっと知ろう友達
の値に、外国語入門講座、日本語
指導ボランティア講座などを実施す
る。これらの事業に参加した延べ
人数は約５０３人でした。

B ○ ○ 学習センター

平和を考える実行
委員会の充実

国際平和の実現を目指して、市民
一人一人の平和意識の醸成を図
るため、公益団体や各種企業並び
に市民団体からも実行委員を選出
し、幅広い観点から平和啓発活動
を実施する。

市民各層への平和意識の醸成を
図るため、7月、8月を「平和を考え
る月間」に設定し、平和都市宣言
の周知、憲法冊子の発行、平和を
考える集いを開催するとともに、各
小中学校、コープ北本ネットワーク
の会、平和と緑の会が平和啓発事
業に対して補助をした。

B ○ 市民課

外国語版市民生活
ハンドブックの作成

外国籍の市民が生活するにあたっ
て、社会、文化、環境の違いから起
こる問題に対し、解決する手引きと
して活用できるように作成する。

対象者が450人（平成21年7月現
在）と少数のため、作製できていな
い。今後、さらなる調査研究が必要
である。

D 秘書広報課

国際交流ふれあい
ラウンジ開設事業

国際交流ラウンジ委員会のボラン
ティアにより、日本語学習会等を開
催。学習や交流を通じ、外国籍の
人と市民との交流が深める。

国際交流ラウンジ委員会に事業を
委託し、国際理解学習・交流事業
を実施した。問題点としては国際交
流ラウンジの外国人への認知度が
低い。

B ○ ○ 生涯学習課

日本語指導講座

市内及び近郊在住の外国人を対
象に日本語の基礎を学び、日常生
活をより豊かに過ごせることを目的
として実施する。

毎週日曜日の午前に開催し、参加
した延べ人数は、１５９人でした。な
お、初めて日本語能力試験対策勉
強会を行い、その結果２人の方が
合格した。

Ｂ ○ ○ 学習センター

①国際交流の促進

事業実施状況及び問題点

②市内在住の外国
人への支援

担当課

配慮度
チェック

担当課

評
価

事業の目的・内容 事業実施状況及び問題点

評
価

配慮度
チェック事業名 事業の目的・内容

施策の方向性

施策の方向性

③市民公益活動団
体への支援

事業名

　　２－４　国際交流の推進

【評価】
A…目的を概ね達成している　B…目標に向けて成果をあげている
C…施策・事業が動き始めている　D…未実施　E…終了
【配慮度チェック】
①事業の企画・実施にあたり男女共同参画を意識した。
②女性・男性双方にとって利用・参加しやすいよう配慮した。
③男女それぞれに事業の効果があった。 22



① ② ③

マタニティホルダー
の活用

女性が自らの性や健康についての
自己決定権を持つことができるよ
う、普及・啓発活動を行う。

・母子健康手帳交付時、マタニテイ
ホルダー配布

A ○ 健康づくり課

性教育の推進

各学校における保健体育・理科・
特別活動等の学習指導を通して性
教育の指導の充実を図り、性に関
する正しい知識を身につけ、男女
が互いに尊重しあう態度を育成す
る。

埼玉県主催の各種研修会、講習会
への教職員の派遣。
参考資料、リーフレット等の配布な
どによる啓発。

C ○ 体育課

小中学校における
健康教育の充実

性教育、エイズ教育、心の教育の
充実を含む健康教育を推進するこ
とにより、健康で充実した生活を営
むことの大切さを学ばせ、男女が
互いに理解し合い尊重しあう学習
を通して、男女平等についての意
識の高揚を図る。また、学校給食
を通じて、健康で充実した生活を送
るための望ましい食習慣を身につ
け、併せて配膳や片付け等に男女
で協力して活動することで男女平
等についての意識の高揚を図る。

埼玉県主催の各種研修会、講習会
への教職員の派遣。
参考資料、リーフレット等の配布な
どによる啓発。
食育に関しては、「きたもと食育塾」
を12月1日に開催。
中学生10名、保護者6名の参加が
あった。

C ○ 体育課

肝炎ウイルス検診
胸部レントゲン検査

肝疾患等の早期発見、早期治療を
図る。結核等の早期発見、治療に
より感染予防を図る。

・肝炎ウイルス検診、胸部レントゲ
ン検査は特定健診と同時期実施。

B ○ ○

女性健康診査

健康診査の受ける機会のない女性
（40歳未満）を対象に、自分の体に
ついて理解を深め、健康維持や生
活習慣病の予防を推進する。

・女性健康診査　年8日間実施し健
診後の健康相談、教室を実施。
年々脂質代謝等の有所見者が増
加傾向にあり、予防対策が必要。

A ○ ○ 健康づくり課

がん検診
がんの早期発見、早期治療のため
に検診を実施し、ガン死亡の減少
を図り、QOLを推進する。

・胃、大腸、肺がん検診は集団検
診で同日実施
・子宮がん検診は集団･個別検診
で実施、集団検診は乳･子宮同時
実施、女性健診同日実施。
・前立腺検診は特定健診と同時期
実施
各検診とも受診率の向上を図る必
要がある。

B ○ ○ 健康づくり課

女性の運動教室

運動習慣の持ちにくい女性を対象
に各種の運動体験を通して、運動
習慣づくりの動機付けを促し、女性
の健康づくりを推進する。

・女性のための運動教室　年1から
２回実施
運動習慣づくりについての啓発と
参加者の拡充

B ○ ○ 健康づくり課

① ② ③

父親向けのパンフ
レット配布

父親の育児への積極的な参画の
推進のため、子育てガイドを配布
する。

母子手帳交付時対象者にパンフ
レット配布
赤ちゃんのお風呂の入れ方講習会
でパンフレット配布

A ○ ○ 健康づくり課

子育て応援ガイドの
作成事業

子育てに関する情報提供
2,000部作成　こども課、健康づくり
課、公民館にて配布

A ○ こども課

男性の学校行事等
への参画促進

父親も進んで児童・生徒の教育に
関わりを持ち、授業参観等の学校
行事への積極的な参加を働きかけ
るよう、学校を指導する。

保護者に来校を促す授業参観や
学校公開などを、土日を活用して
行うようにして、父親、母親いずれ
も同じように出席できるような機会
を設けた。

A ○ ○ ○ 学校教育課

評
価

事業実施状況及び問題点

　　３－２　子育て支援の充実

事業名 事業の目的・内容

事業実施状況及び問題点

担当課

配慮度
チェック

①男女ともに取り組
む子育ての促進

施策の方向性

担当課

①リプロダクティブ・
ヘルス／ライツの意
識啓発

②ライフステージに
あわせた健康づくり
支援

評
価

配慮度
チェック事業名 事業の目的・内容施策の方向性

　３　生涯を通じた健康づくりと福祉の充実

　　３－１　生涯を通じた健康づくりへの支援

【評価】
A…目的を概ね達成している　B…目標に向けて成果をあげている
C…施策・事業が動き始めている　D…未実施　E…終了
【配慮度チェック】
①事業の企画・実施にあたり男女共同参画を意識した。
②女性・男性双方にとって利用・参加しやすいよう配慮した。
③男女それぞれに事業の効果があった。 23



① ② ③

教室・訪問指導

適切な育児相談を実施し、育児不
安を解消するとともに、子どもの健
やかな成長を支援する。育児に必
要な知識の啓発を図り、交流の場
を提供することにより、育児支援を
行う。離乳食講習会では、初期食
の作り方、与え方について学び、望
ましい食習慣の形成を促進する。

・乳児訪問と電話等による把握事
業及び妊産婦訪問
・離乳食講習会　乳児健診と同時
開催　年２４回実施
乳児の全数把握

A ○ 健康づくり課

乳幼児健診

子どもの健やかな成長のため、発
育・発達を確認し、疾病の早期発
見・早期治療に結び付けるととも
に、親が共に子育てに取組めるよ
う育児支援を行う。

乳児健診　年24回実施
1歳6か月児健診　年24回実施
3歳児健診　年12回実施
受診率の維持し育児支援の充実を
図る

A ○ 健康づくり課

つどいの広場事業
の充実

親子が自由に出入りでき、交流の
推進や情報提供を行う

市内４ヵ所で実施 A ○

子育てサークルの
育成

少子化により近所で遊び友達が見
つけにくい状況にあり、同年代の子
どもと母親の遊びサークルを育成
し、心身ともに健やかな成長を支
援する。母親同士が子育ての情報
交換を行うことにより、育児不安の
軽減を図り子育て支援を行う。

わんぱく教室を前期・後期２回開催
し育成に努めた

B ○ こども課

地域子育て支援拠
点事業

妊婦や0歳から3歳の子とその親が
気軽に子どもと遊んだり、親同士
の情報交換をしたり、スタッフに子
育て相談ができる場を提供し、子
育てを支援する。

中学校区４に対し平成20年度2ヶ
所増設し、４箇所の拠点を設置
コッコルーム及びモンキーポッド
ママ＆キッズサロン利用者の状況
　駅西口10,619人　公民館等1,695
人

A ○ こども課

障害児学童保育室
の充実

特別支援学級及び特別支援学校
に通学している放課後児童の受け
入れ

障害児学童保育室すきっぷ
　　延べ216人

A ○ こども課

こども療育センター
の充実

児童デイサービスの実施・早期支
援事業の実施

児童デイサービス　年度末在籍人
数60人
早期支援事業　延べ402人

A ○ こども課

ひとり親家庭等医
療費支給事業

ひとり親家庭等に対し、医療費の
一部を支給することにより、ひとり
親家庭等の生活の安定と自立を支
援し、もってひとり親家庭等の福祉
の増進を図る。

登録者　1,280人
受給件数　9,170件
支給金額　20,511,244円

A ○ こども課

ひとり親家庭等日
常生活支援事業

母子・父子家庭の母、父、児童また
は一人暮らしの寡婦の一時的な傷
病等で、日常生活に支障がある家
庭に対し、必要な家事等を行わせ
るため、ヘルパーを派遣してひとり
親家庭等の福祉の増進を図る。

申請件数なし A ○ こども課

児童扶養手当支給
事業

母子世帯等の児童の心身の健や
かな成長に寄与するため、手当て
を支給し福祉の増進を図る。

延べ支給人数　5,807人
支給金額　220,749,660円

A ○ こども課

母子生活支援施設
への入所措置

配偶者のない女子等及びその者
の養育すべき児童を入所させて、
これらの者を保護する。母子生活
支援施設では居室を提供するほ
か、生活上の心配事や仕事の事子
どもの教育の事等の問題解決の
相談を行う。

措置件数なし A ○ こども課

小中学校における
要保護・準要保護
家庭に対する補助
事業の実施

親が安心して子どもを育てることが
できるよう、また経済的な理由で就
学の機会が失われることのないよ
うに、学校教育に必要な経済的な
援助を行う。ひとり親家庭に対する
経済的な支援を行うことにより、安
心して生活できる環境を作り、併せ
て女性が働き続けることのできる
環境作りを推進する。

就学援助に関する実施要綱に基づ
き、全ての児童生徒が経済的な理
由で教育の機会を失うことのない
ように、就学援助を行い、ひとり親
家庭の保護者が働く機会を失うこ
とのないように配慮している。

A ○ 学校教育課

③相談機能の充実 育児相談
親が児の心身の発達を理解し、共
に協力して子育てができるように支
援する。

・９か月児育児相談　年２４回、乳
幼児育児相談　年１２回
・１歳６か月児健診事後相談　年１
２回　実施
・電話や来所での随時相談

A ○ 健康づくり課

事業名 事業の目的・内容
評
価

事業実施状況及び問題点 担当課

配慮度
チェック

②地域で支える子
育て環境の充実

施策の方向性

【評価】
A…目的を概ね達成している　B…目標に向けて成果をあげている
C…施策・事業が動き始めている　D…未実施　E…終了
【配慮度チェック】
①事業の企画・実施にあたり男女共同参画を意識した。
②女性・男性双方にとって利用・参加しやすいよう配慮した。
③男女それぞれに事業の効果があった。 24



① ② ③

家庭児童相談の充
実

子育てに悩む親の育児不安を解
消するための相談を充実させる。
家庭における児童の福祉につい
て、市民の相談に応じ、望ましい子
育てについて助言、指導を行う。

相談件数　229件 A ○ こども課

教育相談の充実

電話や面接による教育相談を充実
させ、教育、人権、育児等について
の保護者や児童・生徒の悩み解消
を支援する。

相談員、カウンセラーを活用し、専
門的な立場から児童生徒の相談
活動も積極的に行っている。また、
小・中学校では、年間の計画に基
づき、定期的な教育相談を実施す
るだけでなく、児童生徒の状況に
応じた臨時の教育相談を実施して
いる。

A ○ ○ 学校教育課

① ② ③

成年後見制度利用
支援事業の実施

認知症高齢者等が後見人制度を
利用するにあたり、その支援をする
ことにより、要支援者が有する能力
を活用し、自らが希望する自立した
日常生活を営むことができる環境
整備の実現に資する。認知症等の
状態にあるために意思能力に乏し
く、日常生活を営むのに支障があ
る者等で、２親等内の親族がいな
いか、いても疎遠の関係にある場
合などに、市長による後見等開始
の申立てを行うとともに、その申立
てに要する費用を助成する。また、
家庭裁判所が後見人等を選任した
後における、後見人等に対する報
酬の全部または一部を助成する。
ただし、対象者の生活の場が在宅
にあっては月額28,000円、施設入
所中にあっては月額18,000円を上
限とする。

市長申立てにより後見人の就いて
いる方に報酬助成を行った。
市長申立て：対象者０人、報酬助
成：対象者３人

B ○ 高齢介護課

介護予防教室等の
開催

要介護状態になることを予防する
ことにより、健康な高齢者を増加さ
せるとともに、介護保険制度の運
営を円滑にする。介護予防事業や
啓発活動等を行う。

１　介護予防教室「介護予防の
会」：23回・延べ参加人数248人
２　特定高齢者施策事業（通所型
介護予防事業）「運動器の機能向
上事業」：４コース・60回・延べ参加
人数590人、「口腔機能の向上事
業」：２コース・12回・延べ参加人数
99人
３　一般高齢者施策事業（転倒骨
折予防教室「生活体力アップ教
室」）：２会場・32回・延べ参加人数
845人
４　介護予防普及啓発事業「高齢
者学級・地域介護予防活動におけ
る講座」：10会場・延べ参加人数
313人
５　地域介護予防活動支援事業
「地域介護予防活動（サロン）等情
報交換会

B ○ 高齢介護課

啓発パンフレットの
作成・配布

介護保険制度の趣旨普及・啓発を
図る。

法改正に伴いH18年度作成した、
啓発パンフレットを制度の趣旨普
及・啓発を図るため、会議や窓口
等で説明し配布した。

B ○ 高齢介護課

介護保険制度につ
いての出前講座の
開催

介護保険制度の趣旨普及・啓発を
図る。

介護保険制度の趣旨普及・啓発を
図るため、市民の申請により出前
講座を実施。開催回数０回。

B ○ 高齢介護課

年金制度の理解促
進

国民年金制度の周知を進め、生涯
生活設計の重要性について啓発
する。

広報きたもとに年金に関する記事
を９回掲載した。大宮社会保険事
務所よる年金相談は、社会保険事
務所が年金記録問題の対応で時
間に余裕がなく未実施だった。

B ○ 保険年金課

評
価

担当課

配慮度
チェック事業名 事業の目的・内容 事業実施状況及び問題点

③相談機能の充実

　　３－３　安心して暮らすための体制づくり

事業名

施策の方向性

担当課事業の目的・内容 事業実施状況及び問題点
評
価

配慮度
チェック施策の方向性

①高齢者・障害者
が地域で暮らすた
めの支援

【評価】
A…目的を概ね達成している　B…目標に向けて成果をあげている
C…施策・事業が動き始めている　D…未実施　E…終了
【配慮度チェック】
①事業の企画・実施にあたり男女共同参画を意識した。
②女性・男性双方にとって利用・参加しやすいよう配慮した。
③男女それぞれに事業の効果があった。 25



① ② ③

老人クラブの育成
事業の実施

老人クラブ会員相互の親睦及び教
養と健康の向上を図り、老人福祉
の増進を図るため、市内の老人ク
ラブ及び老人クラブ連合会に補助
金を交付する。

市内老人クラブ（35クラブ）及び老
人クラブ連合会（1連合会）に活動
費補助金を交付。その用途につい
ては、各クラブの自発的な計画に
よる社会奉仕・健康増進・教養講
座事業に適正に使用する様指導を
行い、男女会員相互の親睦及び老
人福祉増進の成果があった。

A ○ ○ ○ 福祉課

高年齢者労働能力
活用事業の実施

高齢者の生きがいづくりの推進の
ため、シルバー人材センターの運
営体制の拡充強化と会員の加入
促進及び会員資質の向上を図る。

社団法人シルバー人材センターと
の連絡調整を行うとともに、事業運
営補助金として1,800万円を交付し
た。

B ○ 高齢介護課

障害者相談支援事
業の実施

障害者や介護者、家族等からの相
談に応えたり、サービスの利用援
助や権利擁護のための必要な支
援を行うことにより、自立した生活
が営めるよう支援する。

平成18年10月から障害者自立支
援法に基づく「相談支援事業」を開
始。現在は、鴻巣市の社会福祉法
人一粒に事業を委託している。

A ○ 福祉課

手話通訳者派遣事
業の実施

聴覚障害者等に対し、家庭生活並
びに社会生活におけるコミュニケー
ションを円滑に行うため、手話通訳
者を派遣することにより、聴覚障害
者等の福祉の増進を図る。

事業は、社会福祉法人北本市社会
福祉協議会に委託。平成２０年度
は延べ６１５人が利用。利用者の
社会参加の促進が図られた。

A ○ 福祉課

要約筆記奉仕員派
遣事業の実施

聴覚障害者等に対し、家庭生活並
びに社会生活におけるコミュニケー
ションを円滑に行うため、要約筆記
奉仕員を派遣することにより、聴覚
障害者等の福祉の増進を図る。

事業は、社会福祉法人埼玉聴覚障
害者福祉会に委託。平成２０年度
は２件の利用に対し、延べ６人を派
遣。利用者の社会参加の促進が図
られた。

A ○ 福祉課

日常生活用具給付
事業の実施

重度身体障害者に対し、日常生活
用具の給付又は貸与することによ
り、日常生活の便宜を図り、重度身
体障害者の福祉の増進を図る。

平成２０年度、日常生活用具25
件、ストマ用装具９６２件の利用。
利用者の社会参加の促進が図ら
れた。

A ○ 福祉課

移動支援事業の実
施

屋外での移動に困難がある障害者
等について、外出のための支援と
して移動支援事業を行うことによ
り、障害者等の地域での自立生活
及び社会参加を促す。

平成２０年度の利用者は延べ１７５
人。利用者の社会参加の促進が図
られた。

A ○ 福祉課

訪問入浴サービス
事業の実施

身体上の障害により、家庭におい
て入浴することが困難な身体障害
者に対して入浴サービスを行い、
心身の健康の増進を図るとともに
家庭介護の負担も軽減し、もって
在宅福祉の向上を図る。

平成２０年度の利用者は延べ１0
人。利用者の社会参加の促進が図
られた。

A ○ 福祉課

更生訓練費支給事
業の実施

障害者自立支援法に基づく就労移
行支援事業又は自立訓練事業を
利用している者及び身体障害者更
生援護施設等に入所している者に
更生訓練費を支給し、社会復帰の
促進を図る。

平成２０年度の実利用人員は２
人。利用者の自立の促進が図られ
た。

A ○ 福祉課

日中一時支援事業
の実施

障害者等を一時的に預かることに
より、障害者等に日中活動の場を
提供し障害者等を見守るとともに、
障害者等の家族の就労を支援し、
及び障害者等を日常的に介護して
いる家族に一時的な休息を与え
る。

平成２０年度の利用者は延べ３６
人。利用者の社会参加の促進が図
られた。

A ○ 福祉課

認知症介護教室の
開催

要介護者等の家族に介護知識や
介護方法の実際についての普及を
図る。

家族介護支援事業として、認知症
介護教室及び認知症介護講座を
開催した。それぞれ、１回（５日
間）：延べ参加人数102人。１回（２
日間）：延べ参加人数21人

B ○ 高齢介護課

介護への男性の参
画促進のための啓
発

女性に偏りがちな介護の意識か
ら、男女が共に担う介護への転換
を図る。

認知症介護教室、介護者の集い等
の中で行っている。

B ○ 高齢介護課

介護者の集いの開
催

要介護状態にある方を介護してい
る家族等に対して、交流会や教室
等を開催し、少しでも精神的負担
の軽減を図れるよう支援する。

家族介護支援事業として、介護者
の集いを開催した。10回、延べ参
加人数50人

B ○ 高齢介護課

認知症高齢者家族
やすらぎ支援事業
の実施

認知症介護教室修了者のうち、ボ
ランティアとしてやすらぎ支援員に
登録した人により、家族支援活動
を行う。

やすらぎ支援員会議等：50回開
催、延べ参加人数154人
訪問活動、グループホームへの傾
聴訪問、介護者の集いへの参加。

B ○ 高齢介護課

担当課

③障害者への支援

事業実施状況及び問題点事業名 事業の目的・内容

②高齢者の生きが
いづくりへの支援

評
価

配慮度
チェック施策の方向性

④男女ともに支える
介護への支援

【評価】
A…目的を概ね達成している　B…目標に向けて成果をあげている
C…施策・事業が動き始めている　D…未実施　E…終了
【配慮度チェック】
①事業の企画・実施にあたり男女共同参画を意識した。
②女性・男性双方にとって利用・参加しやすいよう配慮した。
③男女それぞれに事業の効果があった。 26



① ② ③

同和問題に関する
啓発リーフレットの
作成

部落差別の完全解消と、基本的人
権尊重のための意識啓発を行う。

８月の人権尊重社会を目指す県民
運動強調月間にあわせ、リーフレッ
トを全戸配布。内容は人権問題全
般に関すること。

A ○ ○ 協働推進課

人権作文集「じんけ
ん」の発行

市内の小中学校の人権作文をもと
に、人権作文集「じんけん」を発行
し、全校配布や各公共施設に配布
し、広く市民に人権意識の高揚を
図る。

人権文集「じんけん」を作成し、市
内全小中学生に配布する。

B ○ 生涯学習課

学校での人権・同
和教育の推進

学校において、人権問題、同和問
題の意識啓発・活動を行って人権
問題の意識の高揚に努める。各学
校の同和教育推進のためのリー
ダーを育成する。また、各学校の
同和教育推進に係る情報交換を実
施し、学校同和教育のレベルアッ
プを図る。同和問題、人権問題に
対する教職員の意識を高め、より
質の高い教育指導を推進するため
の方策を検討する。

各学校において教職員の人権問
題、同和問題に関する研修を計画
的に実施するとともに、学校外に行
われる研究協議会等にも積極的に
参加するなど、教職員の人権問
題、同和問題に関する意識を高め
ていく。

A ○ ○ 学校教育課

子どもの人権につ
いての
意識啓発

作文の指導を通して、部落差別、
障害者差別、男女差別等の人権問
題に対する児童・生徒の意識の高
揚を図る。子どもたちの権利に対
する市民の意識を高めるとともに、
自他の権利を互いに尊重しあう気
風を醸成し、男女共同参加社会の
基盤を形成する。

人権週間に合わせた人権作文の
取組や、社会科や道徳等の授業に
おける取組を通して、児童生徒の
人権教育、同和教育に関する意識
啓発を実施している。

A ○ ○ 学校教育課

人権を守る市民の
集いの開催

市民の人権意識の高揚と人権尊
重の心を育て、部落差別をはじめ
とするあらゆる人権侵害をなくし、
明るい地域社会を築く。

中学生による人権作文の朗読と講
談師旭堂南陵さんによる講演会を
開催。入場者５３人

A ○ ○ 協働推進課

人権講座の開催

日本国憲法の基本原理である「基
本的人権の尊重」の精神を正しく
認識するとともに、地域や職場にお
いて「差別のない明るい社会づく
り」を中心となって行える、その推
進者・指導者の養成と資質の向上
をめざす。

生涯学習人権講座研修会として
「ハンセン病患者の人権」「同和問
題」「インターネットによる人権侵
害」「人権問題の新局面を考える」
を課題として専門の講師による研
修会を実施した。参加者数は延べ
180人であった。

B ○ 生涯学習課

同和問題に関する
講座の開催

日本国憲法の基本原理である「基
本的人権の尊重」の精神を正しく
認識するとともに、地域や職場にお
いて「差別のない明るい社会づく
り」を中心となって行える、その推
進者・指導者の養成と資質の向上
をめざす。

｢同和問題」については、生涯学習
人権講座研修会のひとつの講座と
して実施した。

B ○ 生涯学習課

②生命と性の尊重
の意識づくり

人権としてのリプロ
ダクティブ・ヘルス
／ライツの周知

さまざまな機会を活用して啓発を
行い、女性の人権侵害についての
意識を高め、男女共同参画社会の
重要性を啓発する。

未実施 D 協働推進課

担当課

①人権尊重意識の
高揚

評
価

配慮度
チェック

　４　基本的人権を尊重する体制づくり

　　４－１　人権を尊重する意識啓発

事業名 事業の目的・内容 事業実施状況及び問題点施策の方向性

【評価】
A…目的を概ね達成している　B…目標に向けて成果をあげている
C…施策・事業が動き始めている　D…未実施　E…終了
【配慮度チェック】
①事業の企画・実施にあたり男女共同参画を意識した。
②女性・男性双方にとって利用・参加しやすいよう配慮した。
③男女それぞれに事業の効果があった。 27



① ② ③

ドメスティック・バイ
オレンスを防止する
ための啓発

さまざまな機会を活用して啓発を
行い、女性の人権侵害についての
意識を高め、男女共同参画社会の
重要性を啓発する。

広報などを通じ啓発を行なった。 C ○ 協働推進課

要保護児童対策地
域協議会の充実

要保護児童の適切な保護を図るた
め、児童福祉法第25条の2第1項に
規定する要保護児童対策地域協
議会を設置する。

代表者会議1回
実務者会議1回
実務担当者会議ケースに応じ逐次
開催

A ○ こども課

暴力被害者の保
護・支援

ドメスティック・バイオレンスやス
トーカーの被害者に対して、適切な
助言と支援を行う。また、暴力被害
者の自立に向けて、庁内各課が連
携して支援を行う。

ＤＶ被害者支援のため他課と連携
し対応した

A ○
協働推進課
市民課
こども課

暴力被害者の相談
窓口の充実

ドメスティック・バイオレンスやス
トーカーの被害者に対して、適切な
助言と支援を行う。また、暴力被害
者の自立に向けて、庁内各課が連
携して支援を行う。

DV被害者支援のための研修に職
員が参加し、相談の充実を図り、
庁内各課と連携して支援を行なっ
た。

C ○
協働推進課
市民課
こども課

相談しやすい体制
の整備

市民が抱える様々な問題に対し
て、適切な助言を行う。また、女性
が相談しやすいよう、おおむね半
数を女性の相談員とする。

女性特有の問題に対応するため、
専門の女性相談員による女性相
談を開設。他にも、人権相談・市民
相談・法律相談等を実施。

B ○
市民課
協働推進課

ＤＶ対策ネットワー
ク体制の整備

ＤＶ被害者の保護及び被害者の自
立に向けての支援を円滑に行うこ
とができるよう、関係各課の連携体
制を整備する。

関係各課が連携して被害者支援に
あたるために、情報共有を図った。

C 協働推進課

① ② ③

庁内推進体制の充
実

男女共同参画の推進は、総合行政
という視点から推進する必要があ
り、横断的な組織での調整をするこ
とで、全庁的に取り組みを進める。

未実施 D 協働推進課

男女共同参画推進
拠点施設の整備

男女共同参画推進拠点施設の整
備について検討を行う。

未実施 D 協働推進課

関係機関との連携
による苦情処理体
制の整備

苦情処理体制について検討する。
県の苦情処理機関の情報を随時
提供。

C 協働推進課

②男女共同参画審
議会意見の施策へ
の反映

男女共同参画審議
会の充実

計画の推進や市の男女共同参画
推進施策について、審議する。

会議を２回開催。第３次男女行動
計画の進捗状況を報告し、男女共
同参画の施策について意見交換を
行った。

A ○ 協働推進課

① ② ③

男女共同参画に関
する情報収集と提
供

男女共同参画に関する図書を購入
する。

男女共同参画に関する図書を購
入、収集

B ○ 中央図書館

国・県との連携 国県との連携を深める。
国や県の研修や報告会などに参
加し、情報交換を行なった。

A 協働推進課

① ② ③

①調査研究・情報
の収集と提供

男女共同参画に関
する情報収集と提
供

男女共同参画に関する情報を提供
する。

市政情報コーナーで情報提供を行
なった。

B ○ 協働推進課

②計画の進行管理
男女共同参画推進
施策実施状況の公
表

事業の進捗状況を公表する。
第３次男女行動計画進捗状況を取
りまとめ公表した。

B ○ 協働推進課

評
価

担当課

配慮度
チェック

担当課

①国・県・市民・事
業者等との協働

事業実施状況及び問題点
評
価

配慮度
チェック事業名 事業の目的・内容施策の方向性

事業名 事業の目的・内容 事業実施状況及び問題点

①庁内推進体制の
充実

施策の方向性

配慮度
チェック

担当課

事業名 事業の目的・内容 事業実施状況及び問題点
評
価

②暴力被害者の保
護・支援・相談体制
の充実

事業実施状況及び問題点
評
価

事業名 事業の目的・内容施策の方向性

　　４－２　女性に対する暴力の根絶

担当課

配慮度
チェック

　５　計画の推進

①女性に対する暴
力根絶のための意
識啓発

　　５－１　計画の総合的な推進体制の充実

　　５－２　国・県・市民・事業者等との協働

　　５－３　計画の推進の基礎となる取り組みと進行の管理

施策の方向性

【評価】
A…目的を概ね達成している　B…目標に向けて成果をあげている
C…施策・事業が動き始めている　D…未実施　E…終了
【配慮度チェック】
①事業の企画・実施にあたり男女共同参画を意識した。
②女性・男性双方にとって利用・参加しやすいよう配慮した。
③男女それぞれに事業の効果があった。 28
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北本市男女共同参画推進条例 
 平成１８年７月１日施行 

条例第１号 

 

個人の尊重と法の下の平等は、日本国憲法にうたわれ

ており、国内においては、男女平等の実現に向けた取組

が、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条

約の採択など国際社会における取組と連動して、積極的

に進められてきた。 

しかしながら、性別による固定的な役割分担意識等に

基づく社会の制度や慣行は依然として根強く、配偶者等

からの暴力が社会問題化するなど、真の男女平等の達成

には多くの課題が残されている。 

本市においては、北本市男女行動計画を策定し、男女

共同参画を推進してきた。 

一方、少子・高齢化、核家族化、情報化、国際化など多

様な変化は、更に進んでいる。 

こうした現状を踏まえ、私たちのまち「北本」が、将来に

わたって発展していくためには、男女が互いの人権を尊

重しつつ、性別にかかわりなく市民一人ひとりがその個性

と能力を十分に発揮し、家庭、職場、学校、地域など社会

のあらゆる分野に対等に参画できる男女共同参画社会の

実現が重要である。 

ここに、私たちは、男女共同参画社会の実現に向けて、

基本理念を明らかにし、市、市民及び事業者が協働して、

一人ひとりが輝きまちが輝く北本を築くため、この条例を制

定する。 

 

(目的) 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本

理念を定め、市、市民、事業者、教育に携わる者及び

地域活動に携わる者の責務を明らかにするとともに、男

女共同参画の推進に関する施策の基本的事項を定め

ることにより、男女共同参画に関する取組を総合的かつ

計画的に推進し、もって一人ひとりが輝きまちが輝く北

本の実現に寄与することを目的とする。 

(定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意

義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員とし

て、自らの意思によって社会のあらゆる分野における

活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等

に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受

することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。 

(2) ドメスティック・バイオレンス 配偶者、恋人その他の

親密な関係にある者又はあった者からの身体的、精

神的又は経済的な暴力をいう。 

(3) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手

方の生活環境を害し、又は性的な言動に対する相手

方の対応によって不利益を与えることをいう。 

(4) 積極的格差是正措置 第 1 号に規定する機会に係

る男女間の格差を是正するため必要な範囲内にお

いて、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極

的に提供することをいう。 

(基本理念) 

第３条 男女共同参画は、次に掲げる基本理念にのっと

り推進されなければならない。 

(1) 男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女

が直接的であるか間接的であるかを問わず性別によ

る差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能

力を発揮する機会が確保されることその他の男女の

人権が尊重されること。 

(2) 性別による固定的な役割分担意識に基づく社会に

おける制度又は慣行が、男女の社会における活動の

自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよう配

慮されること。 

(3) 市における政策又は民間の団体における方針の立

案及び決定に、男女が共同して参画する機会が確保

されること。 

(4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援

の下に、子育て、家族の介護その他の家庭生活にお

ける活動及び職業生活その他の社会生活における

活動に対等に参画することができるようにすること。 

(5) 男女共同参画の推進に向けた取組が国際社会に

おける取組と密接な関係を有していることにかんがみ、

国際的な協調の下に行われること。 

(6) ドメスティック・バイオレンスその他の性別に起因す

る暴力及びセクシュアル・ハラスメントが根絶されるこ
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と。 

(7) 妊娠、出産その他の性と生殖に関する事項に関し、

男女が互いの性を理解し合うこと、自らの意思が尊重

されること及び生涯にわたり健康な生活を営むことが

できること。 

(市の責務) 

第４条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」

という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策

(積極的格差是正措置を含む。以下同じ。)を総合的に

策定し、及び実施するものとする。 

２ 市は、自らが率先し、男女共同参画を推進するものと

する。 

(市民の責務) 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、職場、学校、

地域その他の社会のあらゆる分野(以下「あらゆる分野」

という。)において、男女共同参画についての理解を深

め、積極的に男女共同参画を推進するとともに、市が実

施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよ

う努めなければならない。 

(事業者の責務) 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を

行うに当たっては、男女が共同して参画することができ

る体制の整備に取り組むとともに、市が実施する男女共

同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなけれ

ばならない。 

(教育に携わる者の責務) 

第７条 学校教育、社会教育等の教育に携わる者は、男

女共同参画の推進における教育の重要性を考慮し、基

本理念に配慮した教育を行うよう努めなければならな

い。 

(地域活動に携わる者の責務) 

第８条 自治会活動、コミュニティ活動その他の地域活動

に携わる者は、基本理念にのっとり、男女共同参画の

視点に配慮し、活動を行うよう努めなければならない。 

(性別による権利侵害の禁止) 

第９条 何人も、いかなる場においても、性別による差別

的取扱いを行ってはならない。 

２ 何人も、いかなる場においても、ドメスティック・バイオレ

ンスその他の性別に起因する暴力行為を行ってはなら

ない。 

３ 何人も、いかなる場においても、セクシュアル・ハラスメ

ントを行ってはならない。 

(公衆に表示する情報に関する留意) 

第１０条 何人も、広報、広告その他の公衆に表示する

情報において、性別による固定的な役割分担若しくは

男女間の暴力等を助長し、若しくは連想させる表現又

は過度の性的な表現を行わないよう努めなければなら

ない。 

２ 何人も、提供される情報が男女共同参画の推進を妨げ

るおそれがあるか否かを自主的かつ適切に判断するこ

とができるよう努めなければならない。 

(基本計画) 

第１１条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を

総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画の

推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)

を策定するものとする。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとす

る。 

(1) 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画の推

進に関する施策の大綱 

(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に

関する施策を総合的かつ計画的に推進するために

必要な事項 

３ 市長は、基本計画を策定するに当たっては、市民の意

見を聴くとともに、北本市男女共同参画審議会の意見

を聴かなければならない。 

４ 市長は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを

公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

(推進体制の整備) 

第１２条 市は、男女共同参画に関する施策を総合的か

つ計画的に推進するために必要な体制を整備するもの

とする。 

(拠点施設) 

第１３条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実

施し、市民及び事業者による男女共同参画の推進に関

する取組を支援するための拠点施設の設置に努めるも

のとする。 
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(積極的格差是正措置) 

第１４条 市は、あらゆる分野における活動において、男

女間に参画する機会の格差が生じている場合は、市民

及び事業者と協力し、積極的格差是正措置が講ぜられ

るよう努めるものとする。 

２ 市は、市の政策の立案及び決定の過程において、男

女の職員が共同して参画する機会の格差が生じている

場合は、積極的格差是正措置を講ずるよう努めるものと

する。 

３ 市長その他の執行機関は、審議会等の委員を委嘱し、

又は任命するに当たっては、積極的格差是正措置を講

ずることにより、男女の均衡を図るよう努めるものとする。 

(市民及び事業者との協働) 

第１５条 市は、市民及び事業者と協働し、男女共同参

画を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

 

(広報活動等) 

第１６条 市は、男女共同参画の推進に関し、市民及び

事業者の理解を深めるため、広報活動、学習機会の提

供その他必要な措置を講ずるものとする。 

(表彰) 

第１７条 市は、男女共同参画の推進に関する取組を普

及させるため、当該取組を積極的に行っている市民及

び事業者の表彰を行うことができる。 

(家庭生活及び職業生活の両立支援) 

第１８条 市は、男女が共に家庭生活及び職業生活を

両立することができるよう、必要な支援を行うとともに、子

育て、家族の介護等のための環境整備に努めるものと

する。 

(調査研究) 

第１９条 市は、男女共同参画の推進に関して必要な事

項について、調査研究を行うものとする。 

(年次報告) 

第２０条 市長は、男女共同参画の推進に関して講じた

施策に関する報告書を作成し、毎年、これを公表するも

のとする。 

２ 市長は、前項に規定する報告書について、速やかに北

本市男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。 

(北本市男女共同参画審議会) 

第２１条 北本市男女共同参画審議会は、市長の諮問

に応じ、男女共同参画の推進に関する事項について調

査審議する。 

(苦情の処理等) 

第２２条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策又

は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施

策に関し、市民又は事業者から苦情の申出を受けたと

きは、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 市長は、性別による差別的取扱いその他の男女共同

参画の推進を阻害する人権の侵害に関し、市民又は事

業者から相談の申出を受けたときは、関係機関と連携し、

必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

３ 市長は、第１項の申出に対応する場合において、必要

と認めるときは、北本市男女共同参画審議会の意見を

聴くものとする。 

(委任) 

第２３条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 18 年７月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この条例の施行の際現に策定されている第二次北本

市男女行動計画は、第 11 条第１項の規定により策定さ

れた基本計画とみなす。 

(北本市執行機関の附属機関に関する条例の一部改正) 

３ 北本市執行機関の附属機関に関する条例(昭和 56 年

条例第 26 号)の一部を次のように改正する。 

 別表第１市長の附属機関北本市男女共同参画審議

会の項中「男女行動計画策定に関する事項及び」を削

る。 

 

 

 

 

 

 

 



 

平成 21 年度版 

男女共同参画の推進に関する年次報告書 

～一人ひとりが輝き まちが輝く 北本をめざして～ 
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北本市男女共同参画都市宣言 
 

わたしたちは 

互いに人権を尊重し、責任を担い 

性別にとらわれることなく 

世代を超えて 

多様な生き方を認め合い 

家庭 学校 地域 職場で 

自分らしく輝き 

心豊かにいきいきと 

暮らせるまち 北本市を築くため 

ここに｢男女共同参画都市｣を宣言します 

 

 

平成 18 年 11 月 19 日 

北本市 
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